
代理請求を開始または終了する介護事業所の皆様へ 

 代理人の皆様へ  
 

 代理請求の申請手続きの変更点について 

令和８年４月から、代理請求を開始または終了する介護事業所は、電子請求受付システム

への申請が必要です。 

 

事業所の対応について 

代理人から送付される委任状（代理請求開始時）、または代理請求解除届（代理請求終了

時）を受領したら、電子請求受付システムに代理人の情報と委任開始年月または委任終了年

月を入力してください。（以下の電子請求受付システム画面イメージ参照） 

 

 

 

 代理人の対応について 

代理請求を委任する事業所に対して、上記の電子請求受付システムへの申請（入力）を行

うよう必ず御連絡願います。なお、申請（入力）時に代理人のユーザ ID を登録するので必

ず事業所にお知らせください。また、申請（入力）が無い場合は、委任手続きができません。 

【注意】 

未入力の場合、委任手続きができません 
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